
〔参　考〕
積載物品は、単体物品 積載物品は、長大又は超重量で
に限らない。 分割不可能な単体物品に限る。

（例）

単体物品基準緩和車両総重量
(単体物品基準緩和最大積載量と対応)

　  　
　  　

 　
分割可能貨物基準緩和車両総重量 最大36トン
(分割可能貨物基準緩和最大積載量と対応)

 

最大28トン
基準車両総重量
(基準最大積載量と対応)

基準内車両 分割可能貨物 単体物品 両方の
基準緩和車両 基準緩和車両 基準緩和車両

いわゆる
「二段書き」 新たな二段書き


